
平成２７年９月 
 

建築コンサルタント関係の皆様へ 
ひたちなか市総務部管財課 

 
建築士法の一部改正に係る運用のご案内 

 
 改正建築士法の施行（平成２７年６月２５日）に伴い，市が発注する建築設計業務及び

工事監理業務委託について契約時の添付書類を追加しますので，下記のとおりご留意願い

ます。 
 

記 
 
１．設計及び工事監理の業務の適正化について（建築士法第２２条の３の３関係） 
 延べ面積３００㎡を越える建築物の設計又は工事監理受託契約の当事者は，契約の締結

に際して，合意した契約内容のうち法令で定める事項を書面に記載し，署名又は記名押印

して相互に交付することが義務付けられました。 
 
２．契約書添付様式の追加 
 別紙「建築士法第２２条の３の３に定める記載事項」の添付 
 →入力様式（Word 形式）は，市のホームページからダウンロードが出来ます。（管財課

／契約関係様式集） 
 
３．対象業務・適用日 
 市が発注する建築設計業務又は建築工事監理業務で，平成２７年１０月１日以降に契約

締結するもの全て 
 

 
 
 
  【問い合わせ先】 

ひたちなか市総務部管財課契約係 
０２９－２７３－０１１１ 
内線 １２２５～１２２７ 


